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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】

 

該当事項はありません。

 

第２【売出要項】

 

以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」また

は「発行登録追補書類」に記載します。

 

１【売出有価証券】

 

【売出社債（短期社債を除く。）】

 

未定

 

２【売出しの条件】

 

未定

 

第３【その他の記載事項】

 

有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」または「発行登録追補書類」に記載しま

す。

 

第二部【参照情報】
 

第１【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ

と。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

 

事業年度　2017年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）

2018年６月29日に関東財務局長に提出

事業年度　2018年度（自　2018年１月１日　至　2018年11月30日）

2019年５月31日までに関東財務局長に提出予定

事業年度　2019年度（自　2018年12月１日　至　2019年11月30日）

2020年６月１日までに関東財務局長に提出予定

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

 

半期報告書およびその添付書類

事業年度　2018年度中（自　2018年１月１日　至　2018年６月30日）
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2018年９月27日に関東財務局長に提出

事業年度　2019年度中（自　2018年12月１日　至　2019年５月31日）

2019年９月２日までに関東財務局長に提出予定

事業年度　2020年度中（自　2019年12月１日　至　2020年５月31日）

2020年８月31日までに関東財務局長に提出予定

 

３【臨時報告書】
 

該当事項はありません。

 

４【外国会社報告書及びその補足書類】
 

該当事項はありません。

 

５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
 

該当事項はありません。

 

６【外国会社臨時報告書】
 

該当事項はありません。

 

７【訂正報告書】
 

該当事項はありません。

 

第２【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という）の第一部第３

４「事業等のリスク」に記載された事項について、以下の事項を追加します。なお、これらの事項について、本発行登録

書提出日（平成31年１月16日）において重要な変更はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本発行登録書提出日（平成31年１月16

日）現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じておりません。

 

以下は、2018年９月30日に終了した第３四半期に係る当社の未監査四半期財務報告書の抄訳です。

 

 

自己資本および適格債務の最低基準

イングランド銀行は2018年６月、内部自己資本および適格債務の最低基準（「MREL」）の政策方針を公表した。か

かる方針により、当社のような外国金融グループの英国における重要な子会社は、その破綻処理事業体（当社の場合

はグループ・インク）への損失の移転を容易化するため、内部MRELの最低要件を満たすことが必要となる。この内部

MRELの最低要件に係る経過措置は、2019年１月１日より段階的に導入され、2022年１月１日付で完全に発効する予定

である。当社は、現在の規制上の自己資本の水準に加え、グループ会社間の借入金の一部を、劣後、満期およびベイ

ル・イン・トリガーの要件を満たすように適宜修正することによって、内部MRELの要件を満たすことができると予想

している。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】

 

該当事項はありません。
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第三部【保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。
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